
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 濃厚接触者、接触者、接触者の接触者となった事実を真摯に受け止め、今後同様の事象を発生させないよう、日々危機管理意識を持って行動すること。 

⚫ 飲食を伴う外食は当面自粛し、日中帯や休日についても各自感染防止対策を徹底すること。 

⚫ 分会レクについては当面の間、中止とする。 

⚫ 職場集会については１回の開催人数を４名、時間は２時間を限度とし、１m以上の間隔を空けてマスク着用のうえ行う事とする。また、必要な情報はそ

の都度メールなどで共有し、組合員の不利益に繋がる事の無いようにする。 

⚫ 分会旗開きについては中止とする。なお、必要な情報についてはメールなどで共有し、組合員の不利益に繋がる事の無いようにする。 

⚫ 感染が疑わしい場合等、何かしら不安なことが有った場合には分会執行部まで連絡をし、執行部は不安解消に向け会社と議論すると共に、感染拡大を

防ぐために必要な情報の展開を行うこと。 

⚫ 厚生労働省で掲載している新型コロナウイルス感染症情報を全組合員に共有すると共に組合掲示板に掲示し、現状を理解し危機管理意識を高めるとと

もに身を守る行動をとること。 

⚫ 会社は、社員から感染が疑わしい症状があると報告があった場合や、感染が疑われる接触があると報告があった場合、時系列等の詳細把握に努め、最

も安全と取れる判断に基づき指示をすること。また、時系列等の個人情報については徹底した管理を行い、情報漏洩を防ぐことを求める。 

⚫ 会社は、１１都道府県の緊急事態宣言発令、茨城県独自の緊急事態宣言発令、福島県の飲食店への時短営業要請、不要不急の外出自粛要請を異常な事

態だと捉え、労働者が必要とする有効な感染拡大防止対策を求める。 

⚫ 会社は、社員等が新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合の対応要領についての全社員周知の場を設け、社員から挙がった質問について

は支社対策本部又は人事課に問い合わせを行い解決することを求める。 


